第10期介護保険事業計画、第８期障がい福祉計画及び第４期障が
い児福祉計画におけるサービス供給量調査の実施について
次年度以降の介護保険料を算定するため、サービス供給量の調査を実施します。令和９年４月から令和12年３月までに、町内において介護保険や障がい者（児）に係る事業所などの開設を予定している法人等がありましたら、事前に把握する必要がありますので調査票を提出してください。
記

１　調査内容　　事業所新設の予定について
２　調査様式　　当ホームページからダウンロード

３　提出期限及び提出方法

(１)　提出期限：令和８年６月30日（火）

(２)　提出方法：持参提出
４　添付書類
(１)　法人の登記簿（過去６か月以内に取得したもの。複写可）
(２)　過去３年間の決算状況（令和５年度から令和７年度まで）

(３)　開設予定計画書（開設予定場所、職員の採用計画、資金繰り等）
５　その他【介護保険関連】
(１)　今回の調査と、事業所開設における許認可申請（広域型の事業所の指定権限は北海道になります。）は別になりますので、ご注意願います。
当町に指定権限のある地域密着型事業につきましては、別途調整させていただく場合があります。
最終的に当町及び北海道の計画として公表されます。
　なお、記載のない事業の新設や変更等は、次期計画期間における整合性が図れないとの理由から原則認められませんので、報告漏れのないようお願いします。
(２)　今回の調査は、町計画の素案及び北海道の見込量調査の報告値として利用します。当町における第１号被保険者の介護保険料に影響がありますので、実効性のある計画の記載をお願いします。
報告いただいた内容に変更が生じた場合は、速やかに報告願います。
６　問い合せ先
　　〒069-1203　由仁町東栄87番地の１
　　保健福祉課高齢・障がい担当　池田　下田
　　Tel　0123-83-4750　Fax　0123-83-3813

Email　hoken-fukushi@town.yuni.lg.jp

